
品川区ひとり親家庭住宅入居支援事業について

１．事業内容

（ １） 初回保証料の助成

民間賃貸住宅と賃貸借契約を締結する際の保証会社に支払う初回保証料の

助成。（ 上限10万円とする。）
（ ２） 対象者

・ 品川区内に引き続き 6か月以上居住しているひとり親家庭の児童扶養手当
を受給している母もしくは父であって、賃貸借契約上、連帯保証人を立てる

ことができないこと。

・ 生活保護、中国残留邦人等の支援給付を受けていないこと。

・ 転居先が引き続き品川区内であること。

（ ３） 事前相談

事前相談を基本とし、生活状況の聞き取りなどをとおして、民間賃貸住宅を

借りてからの生活が自立可能かどうかを確認。

必要に応じ就労相談や生活の相談を受け、自立生活に向けた支援につなげる。

（ ４） 住宅相談会

東京都宅地建物取引業協会品川支部の協力のもと開催。

【 開催日時】 ①令和2年1月25日（ 土） 午前10時～正午
②令和2年2月 2日（ 日） 午前10時～正午

【 会 場】 きゅりあん 3階母子父子福祉室
【 内 ①容】 貸す側の立場での住宅探しのポイント説明

② ひとり親家庭のしおりによる支援内容の説明。
③個別に時間を設けての個別相談。

（ ５） 住宅探しにあたって、ひとり親家庭一時介護事業を利用できるようにする。

２．周知方法

（ １） 事業周知のちらし（ 別紙のとおり）

（ ２） 住宅相談会については、広報しながわ１２月２１日号掲載。
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